
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
指
定 

（
社
会
福
祉
課
）　

　

一

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
変
更
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

五

〇
漁
船
損
害
等
補
償
法
に
基
づ
く
付
保
義
務
の
同
意
成
立 

（
水
産
業
振
興
課
）　

　

五

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 

（
事
業
管
理
課
）　

　

五

〇
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧 

（
都
市
計
画
課
）　

　

六

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧 

（　
　

同　
　

）　

　

六

〇
土
地
改
良
事
業
計
画
の
認
可
（
二
件
） 

（
北
部
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

六

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
政
治
団
体
の
届
出 

六

〇
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届 

七

〇
政
治
団
体
の
解
散
届 

八

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
二
年
分
） 

八

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
三
年
分
） 

九

〇
資
金
管
理
団
体
の
届
出 

一
一

〇
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届 

一
一

〇
資
金
管
理
団
体
の
指
定
取
消
し
の
届
出 

一
一

〇
宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

一
一

 
監
査
委
員

〇
定
期
監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表 

一
一

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
六
十
六
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定

し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

訪
問
介
護

 

（1）　 平成24年１月24日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2325号　　 

発　　　　行

宮 城 県
( 総務部私学文書課)
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話  022（211）2267
(毎週火，金曜日発行)



二　

通
所
介
護

三　

居
宅
介
護
支
援
事
業

 
第2325号　平成24年１月24日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

事　

業　

所　

の　

名　

称

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
富
谷

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
仙
塩
七
ヶ
浜

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
大
河
原

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
柴
田

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

黒
川
郡
富
谷
町
日
吉
台
二
丁
目
六－

二

多
賀
城
市
大
代
五
丁
目
十
番
四
十
五
号

柴
田
郡
大
河
原
町
字
錦
町
五
番
八
号

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
南
一
丁
目
一
番
十
七
号

申

請

者

の

名

称

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

東
京
都
豊
島
区
北
大
塚
一
丁
目
十
三
番
十
五
号

東
京
都
豊
島
区
北
大
塚
一
丁
目
十
三
番
十
五
号

東
京
都
豊
島
区
北
大
塚
一
丁
目
十
三
番
十
五
号

東
京
都
豊
島
区
北
大
塚
一
丁
目
十
三
番
十
五
号

指

定

年

月

日

平
成
二
十
三
年
十
月
一
日

平
成
二
十
三
年
十
月
一
日

平
成
二
十
三
年
十
月
一
日

平
成
二
十
三
年
十
月
一
日

事　

業　

所　

の　

名　

称

さ
ふ
ら
ん
フ
ィ
ッ
ト
名
取

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
花
鳥
風
月

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
仙
塩

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
桂
葉

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
柴
田

サ
テ
ラ
イ
ト
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
第
二
仙
塩

通
所
介
護
事
業
所

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

名
取
市
増
田
五
丁
目
九－

二
十
八

石
巻
市
開
成
一
番
地

塩
竈
市
錦
町
五－

十
七
ポ
ー
ト
タ
ウ
ン
カ
ネ
シ
ョ
ウ
一
階

栗
原
市
高
清
水
新
桂
葉
二
百
七
十
八
番
地
二

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
南
一
丁
目
一
番
十
七
号

多
賀
城
市
栄
一
丁
目
五
番
九
号

申

請

者

の

名

称

株
式
会
社
バ
イ
タ
ル
ケ
ア

株
式
会
社
ラ
イ
フ
ケ
ア
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

社
会
福
祉
法
人
豊
明
会

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

合
同
会
社
地
域
ケ
ア
開
発
機
構

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

名
取
市
下
余
田
字
鹿
島
十
番
地

石
巻
市
西
山
町
六
番
三
十
一
号
エ
ス
テ
ー
ト
西
山

東
京
都
豊
島
区
北
大
塚
一
丁
目
十
三
番
十
五
号

栗
原
市
若
柳
武
鎗
字
藤
貫
沢
八
十
五
番
地

東
京
都
豊
島
区
北
大
塚
一
丁
目
十
三
番
十
五
号

仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字
南
前
五－

三

指

定

年

月

日

平
成
二
十
三
年
十
月
一
日

平
成
二
十
三
年
九
月
一
日

平
成
二
十
三
年
十
月
一
日

平
成
二
十
三
年
十
月
一
日

平
成
二
十
三
年
十
月
一
日

平
成
二
十
三
年
十
月
一
日

事　

業　

所　

の　

名　

称

ケ
ア
プ
ラ
ン
な
ご
み

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
富
谷

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
仙
塩
七
ヶ
浜

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
大
河
原

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

加
美
郡
加
美
町
字
一
本
杉
二
百
二
十
四
番
地
一

黒
川
郡
富
谷
町
日
吉
台
二
丁
目
六－

二

多
賀
城
市
大
代
五
丁
目
十
番
四
十
五
号

柴
田
郡
大
河
原
町
字
錦
町
五
番
八
号

申

請

者

の

名

称

合
同
会
社
真
心

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

加
美
郡
加
美
町
字
一
本
杉
二
百
二
十
四
番
地
一

東
京
都
豊
島
区
北
大
塚
一
丁
目
十
三
番
十
五
号

東
京
都
豊
島
区
北
大
塚
一
丁
目
十
三
番
十
五
号

東
京
都
豊
島
区
北
大
塚
一
丁
目
十
三
番
十
五
号

指

定

年

月

日

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日

平
成
二
十
三
年
十
月
一
日

平
成
二
十
三
年
十
月
一
日

平
成
二
十
三
年
十
月
一
日



四　

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

五　

介
護
予
防
訪
問
介
護

六　

介
護
予
防
通
所
介
護

〇
宮
城
県
告
示
第
六
十
七
号

（3）　 平成24年１月24日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2325号　　 

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
柴
田

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
南
一
丁
目
一
番
十
七
号

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

東
京
都
豊
島
区
北
大
塚
一
丁
目
十
三
番
十
五
号

平
成
二
十
三
年
十
月
一
日

事　

業　

所　

の　

名　

称

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
い
こ
い
の
海
・

あ
ら
と

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
百
九
十
番
地
一

申

請

者

の

名

称

社
会
福
祉
法
人
美
楽
会

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

岩
手
県
奥
州
市
水
沢
区
羽
田
町
字
水
無
沢
五
百
六
番
六

指

定

年

月

日

平
成
二
十
三
年
十
一
月
五
日

事　

業　

所　

の　

名　

称

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
富
谷

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
仙
塩
七
ヶ
浜

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
大
河
原

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
柴
田

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

黒
川
郡
富
谷
町
日
吉
台
二
丁
目
六－

二

多
賀
城
市
大
代
五
丁
目
十
番
四
十
五
号

柴
田
郡
大
河
原
町
字
錦
町
五
番
八
号

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
南
一
丁
目
一
番
十
七
号

申

請

者

の

名

称

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

東
京
都
豊
島
区
北
大
塚
一
丁
目
十
三
番
十
五
号

東
京
都
豊
島
区
北
大
塚
一
丁
目
十
三
番
十
五
号

東
京
都
豊
島
区
北
大
塚
一
丁
目
十
三
番
十
五
号

東
京
都
豊
島
区
北
大
塚
一
丁
目
十
三
番
十
五
号

指

定

年

月

日

平
成
二
十
三
年
十
月
一
日

平
成
二
十
三
年
十
月
一
日

平
成
二
十
三
年
十
月
一
日

平
成
二
十
三
年
十
月
一
日

事　

業　

所　

の　

名　

称

さ
ふ
ら
ん
フ
ィ
ッ
ト
名
取

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
み
さ
と

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
仙
塩

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
桂
葉

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
柴
田

サ
テ
ラ
イ
ト
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
第
二
仙
塩

通
所
介
護
事
業
所

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

名
取
市
増
田
五
丁
目
九－

二
十
八

遠
田
郡
美
里
町
牛
飼
字
清
水
江
十
三
番
地

塩
竈
市
錦
町
五－

十
七
ポ
ー
ト
タ
ウ
ン
カ
ネ
シ
ョ
ウ
一
階

栗
原
市
高
清
水
新
桂
葉
二
百
七
十
八
番
地
二

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
南
一
丁
目
一
番
十
七
号

多
賀
城
市
栄
一
丁
目
五
番
九
号

申

請

者

の

名

称

株
式
会
社
バ
イ
タ
ル
ケ
ア

有
限
会
社
リ
ツ
ワ

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

社
会
福
祉
法
人
豊
明
会

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

合
同
会
社
地
域
ケ
ア
開
発
機
構

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

名
取
市
下
余
田
字
鹿
島
十
番
地

栗
原
市
栗
駒
岩
ヶ
崎
桐
木
沢
六
十
六
番
地

東
京
都
豊
島
区
北
大
塚
一
丁
目
十
三
番
十
五
号

栗
原
市
若
柳
武
鎗
字
藤
貫
沢
八
十
五
番
地

東
京
都
豊
島
区
北
大
塚
一
丁
目
十
三
番
十
五
号

仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字
南
前
五－

三

指

定

年

月

日

平
成
二
十
三
年
十
月
一
日

平
成
二
十
三
年
六
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年
十
月
一
日

平
成
二
十
三
年
十
月
一
日

平
成
二
十
三
年
十
月
一
日

平
成
二
十
三
年
十
月
一
日



　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
指
定
介
護
機
関
か
ら
、
次
の
と
お

り
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
六
十
八
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
指
定
介
護
機
関
か
ら
、
次
の
と
お

り
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

 

第2325号　平成24年１月24日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

旧新

事　

業　

所　

の　

名　

称

セ
ン
ト
ケ
ア
け
せ
ん
ぬ
ま

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

気
仙
沼
市
田
中
前
二
丁
目
三
番
二
十
一
号
Ｓ
Ｔ
ハ
イ
ツ
一

〇
一
号

気
仙
沼
市
田
中
前
四
丁
目
四
番
地
八

開
設
者
の
名
称

セ
ン
ト
ケ
ア
宮
城
株
式
会
社

開　

設　

者　

の　

所　

在　

地

仙
台
市
青
葉
区
本
町
一
丁
目
十
一
番
十
一

変　

更　

年　

月　

日

平
成
二
十
三
年
四
月
十
一
日

事　

業　

所　

の　

名　

称

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
ハ
ッ
ピ
ー
富

谷
・
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
ハ
ッ
ピ
ー
富

谷
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
ハ
ッ
ピ
ー
仙

塩
・
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
ハ
ッ
ピ
ー
仙

塩
・
七
ヶ
浜
・
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
ハ
ッ
ピ
ー
仙

塩
・
七
ヶ
浜
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ンジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
ハ
ッ
ピ
ー
大

河
原
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

黒
川
郡
富
谷
町
日
吉
台
二
丁
目
六－

二

黒
川
郡
富
谷
町
日
吉
台
二
丁
目
六－

二

塩
竈
市
錦
町
五－

十
七
ポ
ー
ト
タ
ウ
ン
カ
ネ
シ
ョ
ウ
一
階

多
賀
城
市
大
代
五
丁
目
十－

四
十
五

多
賀
城
市
大
代
五
丁
目
十－

四
十
五

柴
田
郡
大
河
原
町
字
錦
町
五
番
八
号

開

設

者

の

名

称

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

介

護

サ

ー

ビ

ス

の

種

類

居
宅
介
護
支
援
事
業

訪
問
介
護
、
介
護
予
防
訪
問
介
護

通
所
介
護
、
介
護
予
防
通
所
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業

訪
問
介
護
、
介
護
予
防
訪
問
介
護

訪
問
介
護
、
介
護
予
防
訪
問
介
護

廃

止

年

月

日

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日



〇
宮
城
県
告
示
第
六
十
九
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査

し
た
結
果
、
雄
勝
町
東
部
加
入
区
に
つ
い
て
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
も
の
と
認
め

る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
一
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
四
年
一
月
五
日

二　

商
号
又
は
名
称
等 
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ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
ハ
ッ
ピ
ー
大

河
原
・
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
ハ
ッ
ピ
ー
柴

田
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
ハ
ッ
ピ
ー
柴

田
・
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
ハ
ッ
ピ
ー
柴

田
・
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

柴
田
郡
大
河
原
町
字
錦
町
五
番
八
号

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
南
一
丁
目
一
番
十
七
号

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
南
一
丁
目
一
番
十
七
号

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
南
一
丁
目
一
番
十
七
号

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

居
宅
介
護
支
援
事
業

訪
問
介
護
、
介
護
予
防
訪
問
介
護

通
所
介
護
、
介
護
予
防
通
所
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
一
五
〇
〇
四
八
一

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

古
川
と
う
ふ
店

大
崎
市
古
川
稲
葉
三
丁

目
六
番
地
十
〇

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
継
続
支
援
Ａ

型

設
置
者
名

株
式
会
社
ま
ち

の
豆
腐
屋
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト

指
定
年
月
日

平
成
二
十
四
年

二
月
一
日

商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
阿
部
勝

組阿
部　

博

株
式
会
社
富
士
土

木山
本　

徳
洋

株
式
会
社
佐
藤
建

材佐
々
木　

勝
幸

株
式
会
社
ユ
ニ
ー

高
橋　

礼
子

株
式
会
社
ピ
ノ
キ

オ
ホ
ー
ム

阿
部　

淳

株
式
会
社
エ
ム

ア
ー
ル

村
上　

嘉
彦

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

登
米
市
豊
里
町
新
町
七－

十大
崎
市
古
川
米
袋
字
堤
内

九－

一

仙
台
市
宮
城
野
区
白
鳥
二

丁
目
三
十
一－

四
十
六

栗
原
市
若
柳
字
上
畑
岡
一

舟
戸
四
十
一－

四

石
巻
市
蛇
田
字
新
下
沼
九

－

六
仙
台
市
泉
区
南
中
山
三
丁

目
十
六－

十
九

建

設

業

許

可

番

号

般
・
特－

十
八

第
千
百
九
十
六

号般－

十
九

第
六
千
六
十
号

般－

十
九

第
一
万
二
千
六

百
七
十
六
号

般－

二
十

第
一
万
五
千
四

百
二
十
二
号

般－

二
十
一

第
一
万
七
千
三

百
三
十
七
号

般－

十
八

第
一
万
七
千
八

百
三
十
六
号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

工
事
の
種
類

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

大
工
工
事
業

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

造
園
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

石
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

受

付

年

月

日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
九
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
二
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
十
二
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
九
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
十
二
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
九
日



三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当 

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
二
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称　

川
内
三
十
人
町
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
三
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
公
園

　

２　

名
称　

八
・
五
・
四
号　

八
木
山
公
園

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
四
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
小
山
田
川
沿
岸
土
地
改
良
区
が
行
う
土
地
改
良
事
業
（
維
持
管
理
事
業
）
計
画
を
平
成
二
十
四
年

一
月
十
六
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

吉　
　

田　
　

祐　
　

幸　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
五
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
加
美
郡
西
部
土
地
改
良
区
が
行
う
土
地
改
良
事
業
（
維
持
管
理
事
業
）
計
画
を
平
成
二
十
四
年
一

月
十
六
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

吉　
　

田　
　

祐　
　

幸　
　
　

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

�
　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
�
　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体
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政
治
団
体
の
名
称

明
る
い
石
巻
を
つ
く
る

会荒
川
洋
平
を
育
て
る
会

今
野
よ
し
ま
さ
後
援
会

佐
々
木
哲
男
後
援
会

な
と
り
の
元
気
魂
大
友

康
信
応
援
会

松
浦
隆
夫
後
援
会

松
崎
た
か
し
後
援
会

代　

表　

者

の　

氏　

名

加
賀　
　

剛

荒
川　

洋
平

今
野　

義
正

村
上　

武
男

一
ノ
瀬
龍
治
郎

千
葉　
　

昌

我
妻　

宗
雄

会
計
責
任
者

の　

氏　

名

小
野
寺
光
雄

三
浦　

真
未

今
野　

慎
介

斎
藤　

利
勝

大
友　

康
信

千
葉　
　

昌

本
木　
　

仁

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

石
巻
市
開
北
二－

一
五－

一
九

名
取
市
美
田
園
五－

五－

二

名
取
市
閖
上
字
仏
文
寺
四
五－

一

名
取
市
植
松
一－

一－

四

名
取
市
増
田
九－

七－

一
七

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
館
下
五
九

刈
田
郡
蔵
王
町
宮
字
下
別
当
一
〇
二－

二

届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
十
四
日

平
成
二
十
三
年

十
二
月
二
十
二
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
六
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
十
三
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
二
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
十
三
日

平
成
二
十
三
年

 
十
二
月
二
十
六
日



〇
宮
選
管
告
示
第
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

�
　

政
党
の
支
部

�
　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）
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宮
城
県
商
工
政
治
連
盟

利
府
松
島
支
部

福
田　

正
朗

斎
藤　
　

實

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
町
九
〇

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
十
三
日

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
築
館
支
部

自
由
民
主
党
築
館
支
部

自
由
民
主
党
若
林
区
支
部

自
由
民
主
党
宮
城
県
電
気

通
信
支
部

自
由
民
主
党
宮
城
県
電
気

通
信
支
部

民
主
党
宮
城
県
第
３
区
総

支
部

み
ん
な
の
党
宮
城
県
議
会

第
２
支
部

異
動
事
項

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

の　

氏　

名

代

表

者

の

氏

名

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の　

氏　

名

会
計
責
任
者

の　

氏　

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

新

栗
原
市
築
館
留
場
字
雇

田
一
〇
二

佐
藤　

敏
朗

菅
原　
　

健

小
野
寺
昭
夫

菊
地　

紘
市

鎌
田
総
太
郎

仙
台
市
青
葉
区
赤
坂
二

－

二
八－

五

旧

栗
原
市
築
館
字
荒
田
沢

四
一－

二
九
四

長
谷
川
美
子

佐
藤　

正
昭

菅
野　

義
勝

五
十
嵐
恒
雄

東
山　

竜
起

仙
台
市
青
葉
区
錦
町
一

－

一－

二

届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
一
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
二
十
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
二
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
十
六
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
七
日

　
柏
佑
整
後
援
会

加
藤
け
ん
い
ち
を
囲
む
会

　
木
村
勝
好
後
援
会

木
村
昇
後
援
会

幸
福
実
現
党
仙
台
後
援
会

　
佐
々
木
き
ぞ
う
後
援
会

　
し
が
勝
利
後
援
会

須
田
善
明
連
合
後
援
会

政
経
研
究
会
「
藏
」

仙
塩
県
政
政
策
研
究
会

只
野
九
十
九
後
援
会

丹
野
ま
さ
よ
し
後
援
会

（
丹
野
ま
さ
よ
し
と
が
ん

ば
り
隊
）

ふ
る
さ
と
宮
城　
22

ほ
り
う
ち
周
光
後
援
会

杜
の
都
市
政
研
究
会

渡
辺
勝
幸
後
援
会

補
者
の
氏
名

及
び
公
職
の

種
類
）　

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

塩
釜
市
新
浜
町
三－

二

三－

六

仙
台
市
青
葉
区
中
央
四

－

一－

六

千
葉　

和
雄

仙
台
市
若
林
区
南
小
泉

四－

一－

一
八

石
巻
市
広
渕
字
町
一
八

八中
里　

亜
土

中
里　

亜
土

佐
藤　

慶
一

川
田　
　

章

塩
竈
市
舟
入
一－

五－

四
〇

牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
浜

字
女
川
一
八
四

川
田　
　

章

佐
藤　

公
一

登
米
市
豊
里
町
川
前
一

九
八－

六

大
友　

修
一

仙
台
市
若
林
区
河
原
町

一－

七－

二
九

仙
台
市
宮
城
野
区
田
子

三－

四－

一
七

佐
々
木
貴
広

仙
台
市
若
林
区
河
原
町

一－

七－

二
九

議
員

塩
釜
市
北
浜
四－

九－

一
五

仙
台
市
青
葉
区
中
山
二

－

六－

二
五

伊
藤　

和
哉

仙
台
市
若
林
区
一
本
杉

町
七－

七

石
巻
市
広
渕
字
町
一
八

九－

三

小
田
島
正
彦

西
本　
　

篤

中
里　

輝
雄

�
橋　

光
正

塩
竈
市
新
浜
町
一－

二

〇－

四
八

石
巻
市
中
里
六－

一
三

－

一
八

�
橋　

光
正

加
藤　
　

實

登
米
市
豊
里
町
新
田
町

一
六
九

佐
々
木
博
之

仙
台
市
若
林
区
古
城
三

－

一
四－

五

仙
台
市
宮
城
野
区
原
町

二－

四－

三
七

伊
藤　

和
哉

仙
台
市
若
林
区
古
城
三

－

一
四－

五

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
九
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
八
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
二
十
八
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
二
十
六
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
二
十
二
日

平
成
二
十
三
年

 

十
一
月
二
十
二
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
十
九
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
二
十
日

平
成
二
十
三
年

 

十
一
月
二
十
二
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
九
日

平
成
二
十
三
年

 

十
一
月
二
十
八
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
八
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
二
十
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
五
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
八
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
二
十
日

政
治
団
体
の
名
称

愛
と
緑
と
活
力
あ
る
県
政

研
究
会

　
あ
べ
ま
さ
き
を
囲
む
会

Ｍ
Ｓ
Ｓ
政
策
研
究
会

小
野
寺
五
典
後
援
会

　

異
動
事
項

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

の

氏

名

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

（
公
職
の
候

新

大
友　
　

守

對
馬　

浩
芳

塩
釜
市
白
菊
町
一
〇－

二
八

柴
崎　
　

満

国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
以
外
の
政
治
団
体

旧

塚
崎　
　

孝

澤
井　

知
博

塩
竈
市
玉
川
二－

六－

一
五

二
階
堂
博
章

法
第
十
九
条
の
七
第
一

項
第
二
号
に
係
る
国
会

議
員
関
係
政
治
団
体

小
野
寺
五
典
、
衆
議
院

届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
二
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
六
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
八
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
二
十
一
日



〇
宮
選
管
告
示
第
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

�
　

政
党
の
支
部

�
　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

〇
宮
選
管
告
示
第
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
二
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

（単
位
：
円

）

　

（政
党
の
支
部

）

自
由
民
主
党
宮
城
県
第
五
選
挙
区
支
部

報
告
年
月
日
23.
11.
29

23.
11.
3

          
（         0  解

散

）

１
収
入
総
額

5,844,12

        0  

前
年
繰
越
額

5,722,389

         

本
年
収
入
額

121,731

       

２
支
出
総
額

4,627,95

        6  

３
本
年
収
入
の
内
訳

寄
附

120,00

      0  

団
体
分

120,000

       

そ
の
他
の
収
入

1,731

     

一
件
十
万
円
未
満
の
も
の

1,731

     

４
支
出
の
内
訳

経
常
経
費

4,547,10

        6  

人
件
費

3,114,76

        3  

光
熱
水
費

120,000

       

備
品
・
消
耗
品
費

47,255

      

事
務
所
費

1,265,08

        8  

政
治
活
動
費

80,850

      

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

80,850

      

宣
伝
事
業
費

80,850

      

５
寄
附
の
内
訳

（団
体
分

）

㈲
島
金
商
店

120,000

       

石
巻
市

　

（そ
の
他
の
政
治
団
体

）

い
ま
い
修
一
郎
後
援
会

報
告
年
月
日
23
12.
1
23
.12.
1

        
（         9  解

散

）

１
収
入
総
額

188

   

前
年
繰
越
額

188

   

２
支
出
総
額

0  

小
松
か
ず
お
後
援
会

報
告
年
月
日
23.
12.
1
23.
11.
2

         
（         8  解

散

）
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政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

安
住
の
ぶ
た
か
後
援
会

い
ま
い
修
一
郎
後
援
会

大
内
じ
ゅ
ん
と
住
み
よ
い
仙
台
を
創
る
会

小
松
か
ず
お
後
援
会

斉
藤
敏
昭
後
援
会

宣
友
会

高
橋
け
ん
じ
後
援
会

堀
内
か
ち
る
後
援
会

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟
松
島
支
部

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟
利
府
支
部

代
表
者
の
氏
名

木
村　

喜
一

今
井
修
一
郎

大
内　
　

順

伊
藤　

昇
一

村
上　

峰
明

安
住　

宣
孝

樋
口　

隆
信

鈴
木　

重
雄

福
田　

正
朗

郷
右
近
義
光

解
散
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
日

平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
九
日

平
成
二
十
三
年
十
一
月
三
十
日

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
八
日

平
成
二
十
三
年
十
一
月
三
十
日

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

平
成
二
十
三
年
十
二
月
八
日

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

自
由
民
主
党
軍
恩
支
部

自
由
民
主
党
宮
城
県
第
五
選
挙
区
支
部

代
表
者
の
氏
名

菊
地　
　

吉

齋
藤　

正
美

解
散
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十
一
月
三
十
日

平
成
二
十
三
年
十
一
月
三
十
日



１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

〇
宮
選
管
告
示
第
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
三
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

（単
位
：
円

）

　

（政
党
の
支
部

）

自
由
民
主
党
軍
恩
支
部

報
告
年
月
日
23.
12.
20

23.
11.
3

          
（         0  解

散

）

１
収
入
総
額

171,521

       

前
年
繰
越
額

26,212

      

本
年
収
入
額

145,309
       

２
支
出
総
額

171,521

       
３
本
年
収
入
の
内
訳

個
人
の
党
費
・
会
費

278

（   人

）

84,500

      

そ
の
他
の
収
入

60,809

      

一
件
十
万
円
未
満
の
も
の

60,809

      

４
支
出
の
内
訳

経
常
経
費

162,041

       

人
件
費

146,000

       

事
務
所
費

16,041

      

政
治
活
動
費

9,480

     

組
織
活
動
費

9,480

     

自
由
民
主
党
宮
城
県
第
五
選
挙
区
支
部

報
告
年
月
日
23.
12.
6
23.
11.
3

         
（         0  解

散

）

１
収
入
総
額

1,326,28

        9  

前
年
繰
越
額

1,216,164

         

本
年
収
入
額

110,125

       

２
支
出
総
額

1,326,28

        9  

３
本
年
収
入
の
内
訳

寄
附

110,00

      0  

団
体
分

110,000

       

そ
の
他
の
収
入

125

   

一
件
十
万
円
未
満
の
も
の

125

   

４
支
出
の
内
訳

経
常
経
費

1,144,78

        9  

人
件
費

968,309

       

光
熱
水
費

30,000

      

事
務
所
費

146,480

       

政
治
活
動
費

181,500

       

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

181,500

       

宣
伝
事
業
費

181,500

       

５
寄
附
の
内
訳

（団
体
分

）

㈲
島
金
商
店

110,000

       

石
巻
市

　

（資
金
管
理
団
体

）

宣
友
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
安
住
宣
孝

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
女
川
町
長

報
告
年
月
日
23.
11.
24

23.
11.
2

          
（         0  解

散

）

１
収
入
総
額

26,049

      

前
年
繰
越
額

26,049

      

２
支
出
総
額

26,049

      

３
支
出
の
内
訳

経
常
経
費

26,049

      

人
件
費

26,049

      

　

（そ
の
他
の
政
治
団
体

）

安
住
の
ぶ
た
か
後
援
会
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報
告
年
月
日
23.
11.
24

23.
11.
2

          
（         0  解

散

）

１
収
入
総
額

48,000

      

前
年
繰
越
額

48,000

      

２
支
出
総
額

48,000

      

３
支
出
の
内
訳

経
常
経
費

48,000

      

人
件
費

48,000

      

い
ま
い
修
一
郎
後
援
会

報
告
年
月
日
23.
12.
22

23.
12.
1

          
（         9  解

散

）

１
収
入
総
額

188

   

前
年
繰
越
額

188

   

２
支
出
総
額

186

   

３
支
出
の
内
訳

経
常
経
費

186

   

備
品
・
消
耗
品
費

186

   

大
内
じ
ゅ
ん
と
住
み
よ
い
仙
台
を
創
る
会

報
告
年
月
日
23.
12.
7
23.
11.
3

         
（         0  解

散

）

１
収
入
総
額

6,000

     

前
年
繰
越
額

6,000

     

２
支
出
総
額

6,000

     

３
支
出
の
内
訳

政
治
活
動
費

6,000

     

そ
の
他
の
経
費

6,000

     

小
松
か
ず
お
後
援
会

報
告
年
月
日
23.
12.
1
23.
11.
2

         
（         8  解

散

）

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

斉
藤
敏
昭
後
援
会

報
告
年
月
日
23.
12.
13

23.
11.
3

          
（         0  解

散

）

１
収
入
総
額

25,796

      

前
年
繰
越
額

25,792

      

本
年
収
入
額

4  

２
支
出
総
額

25,796

      

３
本
年
収
入
の
内
訳

そ
の
他
の
収
入

4  

一
件
十
万
円
未
満
の
も
の

4  

４
支
出
の
内
訳

経
常
経
費

25,796

      

備
品
・
消
耗
品
費

25,780

      

事
務
所
費

16   

高
橋
け
ん
じ
後
援
会

報
告
年
月
日
23.
11.
29

23.
3.
1

          
（        0  解

散

）

１
収
入
総
額

3,800

     

前
年
繰
越
額

3,800

     

２
支
出
総
額

0  

堀
内
か
ち
る
後
援
会

報
告
年
月
日
23.
12.
8
23.
12.
8

         
（          解

散

）

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟
松
島
支
部

報
告
年
月
日
23.
12.
13

23.
3.
3

          
（        1  解

散

）

１
収
入
総
額

19,563

      

前
年
繰
越
額

19,563

      

２
支
出
総
額

19,563

      

３
支
出
の
内
訳

政
治
活
動
費

19,563

      

（う
ち
本
部
又
は
支
部
に
対
し
て
供
与
し
た
交
付
金
に
係
る
支
出

）

16,183

      

組
織
活
動
費

3,380

     

寄
附
・
交
付
金

16,183

      

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟
利
府
支
部

報
告
年
月
日
23.
12.
13

23.
3.
3

          
（        1  解

散

）

１
収
入
総
額

23,660

      

前
年
繰
越
額

23,658

      

本
年
収
入
額

2  
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２
支
出
総
額

23,660

      

３
本
年
収
入
の
内
訳

そ
の
他
の
収
入

2  

一
件
十
万
円
未
満
の
も
の

2  

４
支
出
の
内
訳

政
治
活
動
費

23,660

      

（う
ち
本
部
又
は
支
部
に
対
し
て
供
与
し
た
交
付
金
に
係
る
支
出

）

23,660

      

寄
附
・
交
付
金

23,660

      

〇
宮
選
管
告
示
第
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

 

〇
宮
選
管
告
示
第
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

�
　

法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
よ
る
届
出

〇
宮
選
管
告
示
第
十
二
号

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　
　
　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
宮
選
管
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
医
療
法
人
社
団
康
陽
会
中
嶋
病
院
の
項
中
「
医
療
法
人
社
団
康
陽
会
中
嶋
病
院
」
を
「
社
会
医
療
法
人
康

陽
会
中
嶋
病
院
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
監
査
委
員
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資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
の
氏

名　
　
　
　

荒
川　

洋
平

加
賀　
　

剛

今
野　

義
正

公
職
の
種
類

名
取
市
議
会
議
員

宮
城
県
議
会
議
員

名
取
市
議
会
議
員

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

荒
川
洋
平
を
育
て
る

会明
る
い
石
巻
を
つ
く

る
会

今
野
よ
し
ま
さ
後
援

会

主
た
る
事
務
所
の

所　
　

在　
　

地

名
取
市
美
田
園
五－

五－

二

石
巻
市
開
北
二－

一

五－

一
九

名
取
市
閖
上
字
仏
文

寺
四
五－

一

代
表
者
の

氏　
　

名

荒
川　

洋
平

加
賀　
　

剛

今
野　

義
正

届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年

 
十
二
月
二
十
二
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
十
四
日

平
成
二
十
三
年

 

十
二
月
六
日

資
金
管
理
団

体
の
届
出
事

項
の
異
動
の

届
出
を
し
た

者
の
氏
名　

須
田　

善
明

公
職
の
種
類

女
川
町
長

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

須
田
善
明
連
合
後
援

異　
動　
事　
項

公
職
の
種
類

新

女
川
町
長

旧

宮
城
県
議
会
議
員

渡
邊　

勝
幸

宮
城
県
議
会
議

員

会ふ
る
さ
と
宮
城　
22

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
若
林
区
河
原

町
一－

七－

二
九

仙
台
市
若
林
区
古
城

三－

一
四－

五

届
出
を
し
た

者
の
氏
名　

安
住　

宣
孝

公
職
の
種
類

女
川
町
長

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

宣
友
会

主
た
る
事
務
所
の

所　
　

在　
　

地

牡
鹿
郡
女
川
町
女
川

浜
字
大
原
三
一
三

代
表
者
の

氏　
　

名

安
住　

宣
孝

資
金
管
理
団
体
で

な
く
な
っ
た
旨
の

届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年

 
十
一
月
二
十
四
日

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
17号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
199条

第
９
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
定
期
監
査
結
果
等
に
つ
い
て
，

宮
城
県
知
事
か
ら
同
条
第
12項

の
規
定
に
よ
り
下
記
の
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
，
同
項
の
規
定
に
よ

り
公
表
す
る
。

　
　
平
成
24年

１
月
24日
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じ
て
い
る
対
策
を
継
続
し
て
実
施
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
一
方
，
滞
納
額
が
累
積
す
る
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
，
こ
れ
ま
で
の
徴
収
努
力
に
よ
り
現
年
度
分
の
収
入

未
済
額
が
縮
減
し
，
滞
納
額
の
増
加
に
鈍
化
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
後
は
滞
納
繰
越
分
も
含

め
た
縮
減
に
向
け
，
市
町
村
と
の
共
同
催
告
や
県
で
の
直
接
徴
収
及
び
地
方
税
徴
収
対
策
室
で
の
滞
納
整
理
を

強
化
す
る
ほ
か
，
新
た
に
設
置
し
た
「
個
人
住
民
税
特
別
徴
収
推
進
会
議
」
で
特
別
徴
収
の
推
進
に
つ
い
て
，

全
県
的
な
取
組
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
�
　
廃
棄
物
対
策
課
・
竹
の
内
産
廃
処
分
場
対
策
室

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
特
別
納
付
金
（
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
の
行
政
代
執
行
に
係
る
費
用
）
に
お
い
て
，
債
務
者
に
対
し
て
納

付
命
令
し
て
い
る
も
の
の
，
納
付
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら

れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

26,161,068円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

493,954,956円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

520,116,024円

　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

330,017,612円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

163,937,344円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

493,954,956円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
債
務
者
に
対
し
て
は
，
電
話
連
絡
，
自
宅
訪
問
，
催
告
書
に
よ
る
差
押
予
告
等
を
実
施
し
た
ほ
か
，
金
融
機

関
や
所
在
市
町
村
に
お
い
て
，
当
該
債
務
者
の
資
産
調
査
を
実
施
し
た
が
，
優
良
な
資
産
は
確
認
で
き
ず
収
入

の
確
保
に
至
ら
な
か
っ
た
。

　
所
在
が
不
明
と
し
て
，
納
付
命
令
書
・
督
促
状
等
の
郵
便
物
が
返
戻
さ
れ
て
い
る
債
務
者
に
つ
い
て
は
，
公

示
送
達
に
よ
り
法
的
効
果
を
確
保
し
た
ほ
か
，
当
該
債
務
者
の
住
民
票
を
有
す
る
市
町
村
に
再
度
，
調
査
を
依

頼
す
る
と
と
も
に
現
地
調
査
も
実
施
し
た
。
数
人
の
転
居
の
事
実
は
確
認
で
き
た
が
，
本
人
と
の
接
触
や
居
所

の
確
認
は
で
き
な
か
っ
た
。

　
引
き
続
き
，
粘
り
強
く
債
務
者
に
納
付
を
促
す
交
渉
を
行
っ
て
い
く
ほ
か
，
資
産
調
査
や
所
在
調
査
を
継
続

し
て
実
施
し
，
新
た
な
資
産
の
発
見
や
所
在
確
認
に
努
め
る
。
ま
た
，
催
告
の
強
化
や
差
押
な
ど
の
強
制
徴
収

の
実
施
，
一
部
納
付
の
推
進
な
ど
に
よ
り
，
収
入
未
済
の
縮
減
を
図
っ
て
い
く
も
の
と
す
る
。

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
安
　
　
藤
　
　
俊
　
　
威
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
菅
　
　
間
　
　
　
　
　
進
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
遊
　
　
佐
　
　
勘
左
衛
門
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

記

１
　
監
査
委
員
の
報
告
日

　
　
平
成
23年

９
月
14日

２
　
通
知
の
あ
っ
た
日

　
　
平
成
23年

11月
１
日

３
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
及
び
措
置
の
内
容

　
�
　
税
務
課
・
地
方
税
徴
収
対
策
室

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
県
税
事
務
所
に
対
す
る
収
納
促
進
の
指
導
徹
底
と
適
切
な
債

権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
3,279,835,756円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
6,091,954,199円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
9,371,789,955円

　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
3,067,580,116円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
5,700,994,581円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
8,768,574,697円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
東
日
本
大
震
災
の
影
響
か
ら
，
県
税
滞
納
額
縮
減
対
策
本
部
事
業
計
画
に
代
わ
る
「
県
税
滞
納
額
縮
減
方
針
」

を
策
定
し
，
震
災
に
よ
る
被
災
者
に
は
配
慮
し
つ
つ
も
，
納
税
資
力
の
あ
る
滞
納
者
に
対
し
て
は
，
厳
正
な
滞

納
処
分
の
実
施
に
よ
る
収
納
確
保
の
促
進
に
努
め
る
こ
と
と
し
た
。

　
こ
の
方
針
に
基
づ
き
，
各
県
税
事
務
所
で
実
施
す
る
対
策
及
び
進
行
管
理
を
具
体
的
に
定
め
た
縮
減
対
策
目

標
と
事
業
計
画
を
提
出
さ
せ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
，
滞
納
整
理
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
は
，
定
期
的
に
税

務
課
へ
報
告
す
る
こ
と
と
し
，
税
務
課
に
お
い
て
も
引
き
続
き
適
切
な
債
権
管
理
に
向
け
た
指
導
及
び
助
言
を

行
っ
て
い
く
も
の
と
し
た
。
ま
た
，
個
人
県
民
税
以
外
の
滞
納
額
は
着
実
に
縮
減
が
図
ら
れ
て
お
り
，
現
在
講



（13）　 平成24年１月24日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2325号　　 
て
実
施
し
，
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
努
め
て
い
く
。

　
�
　
障
害
福
祉
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
児
童
福
祉
費
（
扶
養
保
険
費
），
社
会
福
祉
費
（
第
二
啓
佑
学
園
），
児
童
福
祉
費
（
啓
佑
学
園
）
及
び
雑
入

（
扶
養
保
険
扶
助
費
）
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た

い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
〇
児
童
福
祉
費
（
扶
養
保
険
費
）

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,631,510円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
11,434,870円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
13,066,380円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

2,290,120円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

9,884,300円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
12,174,420円

　
　
　
　
〇
社
会
福
祉
費
（
第
二
啓
佑
学
園
）

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,097,274円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

429,748円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

1,527,022円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

643,870円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

643,870円

　
　
　
　
〇
児
童
福
祉
費
（
啓
佑
学
園
）

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

429,320円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

1,328,854円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

1,758,174円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
�
　
子
育
て
支
援
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
及
び
児
童
保
護
費
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
保
健
福
祉

事
務
所
及
び
児
童
相
談
所
に
対
す
る
収
納
促
進
の
指
導
徹
底
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
〇
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
20,843,075円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
66,554,367円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
87,397,442円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
　
16,709,464円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
57,541,987円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
74,251,451円

　
　
　
　
〇
児
童
保
護
費

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

3,384,640円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
14,157,723円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
17,542,363円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

3,980,760円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
13,253,233円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
17,233,993円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
つ
い
て
は
，
過
年
度
分
の
収
入
未
済
の
縮
減
と
併
せ
て
，
現
年
度
分
の
新
た
な
収
入

未
済
の
発
生
を
抑
制
す
る
こ
と
が
重
要
と
認
識
し
て
い
る
。

　
こ
の
た
め
，
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
向
け
た
行
動
計
画
の
目
標
を
見
直
す
な
ど
保
健
福
祉
事
務
所
等
と
協
議

し
，
具
体
の
取
組
を
強
化
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
，
長
期
滞
納
者
へ
の
法
的
措
置
を
含
め
た
対
応
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
く
。

　
ま
た
，
申
請
段
階
か
ら
償
還
・
納
付
ま
で
納
入
義
務
者
の
生
活
状
況
を
確
認
し
，
納
入
義
務
者
へ
の
き
め
細

や
か
な
指
導
・
助
言
を
行
う
ほ
か
，
滞
納
者
へ
の
電
話
・
文
書
に
よ
る
督
促
や
訪
問
指
導
を
今
後
と
も
継
続
し
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イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
金
償
還
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な

債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

4,804,000円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

12,354,000円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

17,158,000円

　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

3,242,000円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

10,051,000円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

13,293,000円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
金
償
還
金
の
収
入
未
済
額
に
つ
い
て
は
，
債
務
者
（
連
帯
保
証
人
を
含
む
。）

へ
の
電
話
連
絡
や
訪
問
面
談
に
よ
り
生
活
実
態
を
把
握
す
る
と
と
も
に
，
関
係
機
関
か
ら
必
要
な
情
報
を
得
て

納
入
の
指
導
を
行
う
こ
と
で
縮
減
を
図
っ
て
い
る
。

　
長
期
延
滞
者
の
多
く
は
離
業
，
倒
産
に
よ
る
破
産
者
や
多
重
債
務
者
な
ど
で
無
資
力
に
近
く
，
償
還
が
困
難

と
な
っ
て
い
る
状
況
も
見
受
け
ら
れ
る
の
で
，
今
後
も
引
き
続
き
，
電
話
連
絡
，
訪
問
面
談
等
に
よ
り
，
収
納

促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
に
努
め
て
い
く
。

　
�
　
林
業
振
興
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
補
助
金
等
精
算
返
還
金（
国
産
材
産
地
体
制
整
備
事
業
補
助
金
及
び
地
域
材
ブ
ラ
ン
ド
化
促
進
事
業
補
助
金
）

に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

27,214,804円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

27,214,804円

　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

27,214,804円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

309,641円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

1,507,603円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

1,817,244円

　
　
　
　
〇
雑
入
（
扶
養
保
険
扶
助
費
）

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

40,000円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

230,000円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

270,000円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

60,000円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

170,000円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

230,000円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
「
平
成
22年

度
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
向
け
た
行
動
計
画
」
に
則
り
，
督
促
状
の
送
付
，
電
話
連
絡
，
家
庭

訪
問
等
を
地
道
に
行
っ
て
，
市
町
村
及
び
宮
城
県
社
会
福
祉
協
議
会
な
ど
の
関
係
機
関
と
の
連
携
を
図
り
な
が

ら
納
入
指
導
を
実
施
し
た
結
果
，
以
下
の
と
お
り
状
況
が
改
善
し
た
。

　
今
後
と
も
引
き
続
き
効
果
的
な
取
組
を
促
進
し
，
収
入
未
済
額
の
縮
減
を
図
っ
て
い
く
。

　
　
　
［
平
成
23年

９
月
末
日
現
在
に
お
け
る
収
納
状
況
］

　
　
　
　
〇
児
童
福
祉
費
（
扶
養
保
険
費
）

　
　
　
　
　
　
収
入
済
額
 

1,072,180円

　
　
　
　
　
　
収
入
未
済
額
 
11,994,200円

　
　
　
　
〇
社
会
福
祉
費
（
第
二
啓
佑
学
園
）

　
　
　
　
　
　
収
入
済
額
 

269,728円

　
　
　
　
　
　
収
入
未
済
額
 

1,257,294円

　
　
　
　
〇
児
童
福
祉
費
（
啓
佑
学
園
）

　
　
　
　
　
　
収
入
済
額
 

319,826円

　
　
　
　
　
　
収
入
未
済
額
 

1,438,348円

　
　
　
　
〇
雑
入
（
扶
養
保
険
扶
助
費
）

　
　
　
　
　
　
収
入
済
額
 

0円

　
　
　
　
　
　
収
入
未
済
額
 

270,000円

　
�
　
農
林
水
産
経
営
支
援
課
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地
販
売
の
促
進
に
よ
る
財
務
状
況
の
改
善
が
必
要
で
あ
り
，
債
権
者
間
で
締
結
し
た
協
定
に
定
め
る
返
済
ス

キ
ー
ム
に
基
づ
い
た
計
画
的
な
返
済
を
図
る
べ
く
，組
合
の
運
営
状
況
の
確
認
や
指
導
・
助
言
を
引
き
続
き
行
っ

て
い
る
。

　
な
お
，
貸
付
に
当
た
っ
て
は
連
帯
保
証
人
を
設
定
し
て
お
り
，
ま
た
，
平
成
17年

及
び
平
成
21年

に
担
保
の

設
定
も
行
い
，
収
入
未
済
額
分
と
元
金
に
係
る
債
権
の
保
全
を
図
っ
て
い
る
。

　
�
　
住
宅
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
県
営
住
宅
使
用
料
，
県
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料
及
び
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
使
用
料
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が

あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
〇
県
営
住
宅
使
用
料

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
113,441,390円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
192,484,918円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
305,926,308円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
99,310,031円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
166,892,583円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
266,202,614円

　
　
　
　
〇
県
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

9,671,000円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

9,402,000円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
19,073,000円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

8,147,600円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

7,769,264円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
15,916,864円

　
　
　
　
〇
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
使
用
料

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

227,500円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

27,214,804円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
事
業
実
施
主
体
が
，
経
営
環
境
の
激
変
等
に
よ
り
事
業
継
続
を
断
念
し
た
こ
と
を
受
け
，
工
場
施
設
等
の
補

助
施
設
を
対
象
に
平
成
22年

１
月
に
補
助
金
残
価
相
当
分
の
返
還
を
求
め
た
も
の
で
あ
り
，
年
度
内
に
返
還
さ

れ
ず
収
入
未
済
に
な
っ
た
。

　
対
象
施
設
に
つ
い
て
は
，
平
成
22年

３
月
23日

に
日
本
政
策
金
融
公
庫
が
裁
判
所
に
競
売
申
立
て
を
実
施
し

て
お
り
，
競
売
終
了
後
に
，
速
や
か
に
債
権
回
収
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

　
そ
の
た
め
，
平
成
22年

度
は
仙
台
地
方
裁
判
所
か
ら
公
告
時
期
等
の
競
売
に
関
す
る
事
務
処
理
の
進
捗
状
況

を
確
認
す
る
と
と
も
に
，
金
融
公
庫
仙
台
支
店
か
ら
競
売
終
結
ま
で
の
必
要
年
数
等
を
情
報
収
集
す
る
な
ど
，

補
助
金
等
の
返
還
に
向
け
て
関
係
機
関
と
の
調
整
に
努
め
た
。

　
今
後
も
引
き
続
き
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
に
努
め
て
い
く
。

　
�
　
都
市
計
画
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
土
地
区
画
整
理
組
合
事
業
資
金
貸
付
金
償
還
金
に
係
る
延
滞
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収

納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

237,227,702円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

237,227,702円

　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

199,455,614円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

37,772,088円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

237,227,702円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
平
成
21年

度
分
に
つ
い
て
は
，
土
地
区
画
整
理
組
合
に
対
す
る
平
成
12年

度
及
び
平
成
13年

度
の
貸
付
金
が

延
滞
に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
，
平
成
21年

７
月
に
，
国
の
無
利
子
再
貸
付
制
度
の
時
限
措
置
を
活
用
し
て
，
県

へ
の
未
返
済
元
金
分
４
億
４
千
万
円
を
再
貸
付
け
し
即
日
返
済
の
措
置
を
講
じ
た
こ
と
に
よ
り
，
延
滞
金
・
延

納
金
の
額
が
確
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
平
成
22年

度
分
に
つ
い
て
は
，
こ
の
措
置
に
よ
り
，
新
た
な
延
滞
金
・

延
納
金
は
発
生
し
て
い
な
い
。

　
今
後
の
土
地
区
画
整
理
組
合
に
対
す
る
債
権
（
貸
付
金
及
び
延
滞
金
・
延
納
金
）
回
収
の
た
め
に
は
，
保
留
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現
年
度
分
 
11,002,000円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
26,853,135円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
37,855,135円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
12,799,000円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
25,180,536円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
37,979,536円

　
　
　
　
〇
放
置
違
反
金
に
係
る
延
滞
金

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

682,690円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

951,100円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

1,633,790円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

639,100円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

526,600円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

1,165,700円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
１
　
催
促
に
よ
る
自
主
納
付
の
促
進
　

　
督
促
後
も
納
付
し
な
い
滞
納
者
に
対
し
て
は
，
催
促
状
の
送
付
，
電
話
や
臨
戸
訪
問
に
よ
る
催
促
を
強
化

し
，
自
主
納
付
を
促
し
て
い
る
。

　
　
　
２
　
追
跡
調
査
等
に
よ
る
納
付
の
促
進

　
使
用
者
の
所
在
不
明
や
車
両
転
売
等
に
よ
る
使
用
者
不
明
等
に
対
し
て
は
，
所
在
調
査
や
追
跡
調
査
を
行

い
，
納
付
を
促
し
て
い
る
。

　
　
　
３
　
催
促
に
応
じ
な
い
滞
納
者
へ
の
対
応

　
　
　
　
　
再
三
の
催
促
等
に
応
じ
な
い
滞
納
者
に
対
し
て
は
，
滞
納
整
理
手
続
に
移
行
し
て
い
る
。

　
�
　
障
害
福
祉
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
国
庫
補
助
金
返
還
金
に
お
い
て
，
納
付
が
遅
延
し
た
た
め
，
延
滞
金
が
発
生
し
た
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の

で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
納
付
期
限
　
平
成
22年

３
月
９
日

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

705,100円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

932,600円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

705,100円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

705,100円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
平
成
23年

度
か
ら
25年

度
ま
で
を
「
滞
納
縮
減
重
点
取
組
推
進
期
間
」
と
し
て
重
点
的
に
取
り
組
む
。

　
滞
納
家
賃
縮
減
策
の
検
討
機
関
と
し
て
，
有
識
者
を
中
心
に
組
織
す
る
「
県
営
住
宅
滞
納
家
賃
等
縮
減
推
進

委
員
会
」
を
設
置
し
，
課
題
分
析
と
対
応
策
の
検
討
を
行
い
，
具
体
的
な
行
動
計
画
を
策
定
す
る
。

　
当
面
の
取
組
と
し
て
，
入
居
中
の
滞
納
者
及
び
退
去
し
た
滞
納
者
に
つ
い
て
，
次
の
対
策
を
講
じ
る
。

　
　
　
【
入
居
中
の
滞
納
者
に
対
す
る
対
策
】

　
　
　
　
・
口
座
振
替
利
用
の
促
進

　
　
　
　
　
　
新
規
入
居
者
に
対
し
口
座
振
替
利
用
の
徹
底
を
図
る
。

　
　
　
　
・
時
間
外
等
の
訪
問
督
促
の
強
化

　
管
理
代
行
者
（
宮
城
県
住
宅
供
給
公
社
）
に
よ
る
時
間
外
等
の
訪
問
督
促
を
強
化
す
る
と
と
も
に
，
平

成
23年

９
月
か
ら
当
課
と
同
公
社
が
連
携
し
て
滞
納
者
全
戸
の
訪
問
督
促
を
継
続
的
に
実
施
し
て
い
る
。

　
　
　
　
・
生
活
保
護
受
給
者
の
代
理
納
付
の
拡
大

　
現
在
，
６
事
務
所
（
県
保
健
福
祉
事
務
所
及
び
市
社
会
福
祉
事
務
所
）
で
実
施
し
て
い
る
が
，
未
実
施

の
市
に
対
し
代
理
納
付
の
導
入
を
働
き
か
け
る
。

　
　
　
【
退
去
し
た
滞
納
者
に
対
す
る
対
策
】

　
　
　
　
・
民
間
債
権
回
収
業
者
へ
の
回
収
業
務
の
委
託

　
県
営
住
宅
等
を
退
去
し
た
滞
納
者
に
対
し
て
は
，
平
成
20年

度
か
ら
導
入
し
て
い
る
民
間
債
権
回
収
業

者
へ
の
滞
納
家
賃
等
収
納
業
務
委
託
を
引
き
続
き
活
用
し
，
滞
納
家
賃
等
の
回
収
率
の
向
上
を
図
る
。

　
�
　
警
察
本
部

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
放
置
違
反
金
及
び
放
置
違
反
金
に
係
る
延
滞
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切

な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
〇
放
置
違
反
金

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額
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・
納
付
日
　
　
平
成
22年

３
月
24日

（
15日

遅
延
）

　
　
　
　
・
支
払
額
 

765,720円

　
　
　
　
・
延
滞
金
 

3,445円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
特
別
障
害
者
手
当
等
給
付
費
補
助
に
係
る
返
還
額
に
つ
い
て
は
，
今
後
は
必
要
な
事
務
処
理
手
続
を
遅
滞
な

く
行
う
よ
う
複
数
人
で
確
認
す
る
こ
と
と
し
，
納
付
期
限
を
厳
守
す
る
。

　
�
　
視
覚
支
援
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
教
科
書
の
購
入
手
続
等
に
お
い
て
，
職
員
が
不
適
切
な
事
務
処
理
を
繰
り
返
し
行
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た

の
で
，
再
発
防
止
に
向
け
て
速
や
か
に
事
務
の
改
善
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
〇
教
科
書
の
購
入
手
続
に
お
い
て
，
職
員
が
業
者
の
請
求
書
を
偽
造
し
，
支
払
遅
延
と
な
っ
た
も
の

　
　
　
　
　
・
件
数
 

1件

　
　
　
　
　
・
金
額
 

1,427,630円

〇
通
院
の
実
態
が
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
虚
偽
の
病
気
休
暇
を
申
請
し
，
不
正
に
病
気
休
暇
を
取
得
し

て
い
た
も
の

　
　
　
　
　
・
不
正
取
得
日
数
 

18日

　
　
　
　
〇
公
印
等
の
無
断
押
印
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の

　
　
　
　
　
・
校
長
印
及
び
給
料
担
当
者
印

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
校
内
に
お
い
て
は
，
不
適
切
事
務
の
早
期
発
見
及
び
防
止
策
と
し
て
，「
教
科
書
関
係
事
務
処
理
フ
ロ
ー
シ
ー

ト
」
を
定
め
，
複
数
の
職
員
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
が
働
き
，
正
確
が
期
さ
れ
る
よ
う
様
式
見
直
し
な
ど
６
つ
の
対

策
を
講
じ
た
。

　
当
該
職
員
の
虚
偽
の
病
気
休
暇
日
数
に
つ
い
て
は
欠
勤
と
し
て
処
理
し
，
不
正
に
受
給
し
た
給
料
273,258

円
を
平
成
22年

度
内
に
返
納
し
た
。
ま
た
，
休
暇
承
認
に
当
た
っ
て
は
，
病
気
休
暇
・
特
別
休
暇
に
必
要
な
添

付
書
類
（
診
察
券
・
領
収
書
等
）
の
確
認
を
厳
正
に
行
う
こ
と
と
し
た
。

　
公
印
等
の
無
断
押
印
防
止
に
向
け
て
は
，
公
印
の
管
理
を
厳
格
に
行
う
旨
，
校
内
に
周
知
徹
底
す
る
と
と
も

に
，
金
庫
（
公
印
の
保
管
場
所
）
の
鍵
の
管
理
の
徹
底
と
，
私
印
に
つ
い
て
も
，
安
易
に
放
置
せ
ず
適
切
に
管

理
す
る
よ
う
指
導
し
た
。


